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○芦屋町創業促進支援事業補助金交付要綱

平成30年３月30日告示第37号

改正

令和２年３月31日告示第79号

令和３年２月３日告示第７号

令和５年３月22日告示第26号

令和５年12月28日告示第163号

芦屋町創業促進支援事業補助金交付要綱

芦屋町創業等促進支援事業補助金交付要綱（平成26年12月16日告示第110号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条　この要綱は、中小企業の新たな事業の創出を応援することで、地域に活力を与え経済を活性化させることにより、需要の増大や雇用を

創出することを目的とし、新たに創業を行う者に対し、芦屋町創業促進支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、芦屋町

補助金等交付規則（平成19年規則第20号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(１)　事業を営んでいない個人　所得税法（昭和40年法律第33号）第27条に規定する事業所得のない者又は法人の代表権のない役員をいう。

(２)　事業所　事業の用に供するために直接必要な建物をいう。

(３)　創業　次のアからウまでのいずれかに該当する場合をいう。

ア　事業を営んでいない個人が、所得税法第229条に規定する開業の届出（以下「開業届」という。）により、新たに事業を開始する場合

イ　事業を営んでいない個人が、登記により新たに会社を設立し、事業を開始する場合

ウ　個人又は法人が、現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、開業届又は定款変更の登記により、新たな事業を開始する場

合。ただし、既存の事業については、１年以上継続して実施しており、決算書の提出が可能なものに限る。

(４)　町税等　住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人税、下水道使用料、保育所保育料、介護保険料、後期高齢者医療

保険料、町営住宅使用料、学校給食費、奨学金、学童クラブ保育料をいう。

（補助対象者）

第３条　補助金の交付の対象となる者は、町内で創業を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(１)　町税等の滞納がない者

(２)　町内に事業所を設置しようとしている者

(３)　資格等を必要とする業種の創業については、当該資格等を取得している者

(４)　創業に際し５年以上継続して営業する意志を持ち、かつ、芦屋町商工会（以下「商工会」という。）の会員となる者

(５)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同条第２号に規定する

暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団等」という。）でない者

(６)　廃業した者又は変更登記により法人の代表権のある役員から退任した者である場合は、その事実から１年以上経過している者

(７)　同一業種に対する本要綱による補助金の交付を１度も受けていない者

（補助対象事業）

第４条　補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(１)　別表第１に該当する事業

(２)　商工会の支援を受けて作成した事業計画により実効性が確認された事業

(３)　需要や雇用を創出する事業

(４)　金融機関等からの資金調達又は自己資金で創業が十分に見込める事業

(５)　設置が恒常的な事業所で行う事業

(６)　公序良俗に反しないと認められる事業

(７)　宗教活動又は政治活動が目的でない事業

(８)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項、第５項及び第11項に規定される営業に該

当しない事業

２　前項に定めるもののほか、町長が特に町内で創業に対する支援が必要と認めた事業は、補助金の交付の対象とする。

３　同一業種による同一事業者に対する補助金の交付は１回限りとする。ただし、やむを得ない事情で、当該事業が１年度を超えて実施される場

合は、次年度においても当該年度に交付した補助金に係る補助対象経費を除く経費について、補助対象として補助金の交付をすることができ

る。

（補助対象経費）

第５条　補助金交付の対象となる経費は、創業に係る必要な経費（消費税及び地方消費税相当額を除く。）であって、次に掲げるものとする。

(１)　事業所の建築費、取得費及び改修費

(２)　設備費及び備品購入費（ただし、創業しようとする事業に使用することが明らかと認められるものに限る。）

(３)　広告宣伝費（ホームページ作成費を含む。）



２　国、県その他の団体等から創業に関する補助を受ける場合は、その金額を減額した額を補助対象経費とする。

（補助金の額）

第６条　補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額で、別表第２に掲げる額を限度額とし、予算の範囲内で交付する。

２　前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

（申込）

第７条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、芦屋町創業促進支援事業補助金申込書（様式第１号）（以下「申込書」とい

う。）に次の書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(１)　町税等に滞納のないこと及び暴力団等ではないことを照会することに関する同意書（様式第１号－２）

(２)　申込者が法人又は法人となろうとする者の場合は、登記事項証明書及び定款又は定款案

２　町長は、前項の申込書が提出されたときは、その内容を審査し、芦屋町創業促進支援事業補助金申請可否通知書（様式第２号）（以下「可否

通知書」という。）により、申請者に、補助金申請の可否を通知するものとする。

（交付申請）

第８条　申請者は、前条第２項に規定する可否通知書の発行日から３か月以内に、芦屋町創業促進支援事業補助金交付申請書（様式第３号）

に次の書類を添えて、商工会を経由して、町長に提出しなければならない。

(１)　芦屋町創業促進支援事業計画書（様式第４号）

(２)　芦屋町創業促進支援事業補助金に係る事業計画書の確認書兼推薦書（様式第５号）

(３)　第２条第１項第３号ウに規定する創業の場合は、法人の場合は直近の決算書及び収支内訳書、個人事業主の場合は確定申告書の写し

(４)　資格等を必要とする事業の場合は、当該資格等を取得していることを証する書類の写し

(５)　住民票の写し

(６)　補助対象経費に係る見積書の写し

(７)　事業所を賃貸する場合は、事業所の賃貸に係る見積書の写し

(８)　事業所の位置図

(９)　創業後、５年間継続して営業する意志がある旨の誓約書（様式第６号）

(10)　廃業した者又は変更登記により法人の代表権のある役員から退任した者が申請する場合は、その事実から１年以上経過している旨の

誓約書（様式第７号）

(11)　国、県その他の団体等から創業に関する補助を受けている場合は、その補助額が確認できる書類の写し

(12)　その他町長が必要と認める書類

（申請の審査及び推薦）

第９条　商工会は、審査委員会を設置し、提出された申請書に対して、新たに創業を行うに適した申請者であるか、審査する。

２　前項の規定による審査において、商工会が、創業に適した申請者であると認める場合は、審査結果書（様式第８号）を付して、町長に提出す

るものとする。

（補助金の交付等決定）

第10条　町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその内容を

申請者に対し、芦屋町創業促進支援事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第９号）（以下「決定通知書」という。）により商工会を経由し

て通知するものとする。

（事業の着手）

第11条　申請者は、前条の規定による補助金の交付決定を受けた後でなければ、補助事業に着手してはならない。

（申請内容の変更等）

第12条　第10条に規定する決定通知書の交付を受けた者（以下「決定通知者」という。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、芦屋町創

業促進支援事業補助金変更承認申請書（様式第10号）を商工会を経由して町長に提出しなければならない。

(１)　補助対象経費の変更であって、変更後の金額が変更前と比べて20パーセント以上増額又は減額されるとき。

(２)　補助事業の期間、業種又は事業形態が変更されるとき。

(３)　決定通知者の住所又は事業所の位置が変更されるとき。

(４)　その他町長が必要と認めるとき。

２　町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、芦屋町創業促進支援事業補助金変更承

認通知書（様式第11号）により、商工会を経由して決定通知者に通知するものとする。

３　第１項の規定により、補助対象経費が増額となった場合であっても、補助金額は決定通知書の額を上限とする。

（実績報告）

第13条　決定通知者は、補助事業が終了した日から１か月以内又は決定通知書の発行日の属する年度の３月末日までのいずれか早い日まで

に、芦屋町創業促進支援事業補助金実績報告書（様式第12号）（以下「補助金実績報告書」という。）に次の書類を添えて、商工会を経由して

町長に提出しなければならない。

(１)　補助対象経費に係る領収書又は支払を証する書類の写し

(２)　事業所を賃借している場合は、その契約書の写し

(３)　補助の対象となる事業所、設備及び備品の写真

(４)　個人事業主の場合は、税務署の受付印の押印された開業届の写し

(５)　法人の場合は、登記事項証明書及び定款

(６)　許認可を要する事業の場合は、許認可を受けたことを証する書類の写し

(７)　その他町長が必要と認める書類

（補助金の額の確定）

第14条　町長は、補助金実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、補助金を交付する額を確定し、芦

屋町創業促進支援事業補助金確定通知書（様式第13号）により、商工会を経由して決定通知者に通知するものとする。

（補助金の請求と支払）



第15条　決定通知者は、補助金の交付を請求しようとするときは、芦屋町創業促進支援事業補助金請求書（様式第14号）を商工会を経由して町

長に提出しなければならない。

２　町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を決定通知者に交付するものとする。

（補助金の返還）

第16条　町長は、補助金を受けた者（以下「補助事業者」という。）が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、理由書の提出を求め、

必要に応じて交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(１)　第３条及び第４条第１項各号に掲げる要件を欠くこととなったとき。

(２)　交付決定日より前に事業に着手したとき。

(３)　その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(４)　補助事業者が、事業完了後５年未満で事業所を町外へ移転するとき。

(５)　前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事実があったとき。

（財産の管理及び処分）

第17条　補助事業者は、補助事業により新設し、又は増設した設備等について、補助事業が完了した後も適正に管理するとともに、その効率的

な運用を図らなければならない。

２　補助事業の完了した日から５年間は、町長が認めた場合を除き、補助事業により新設し、又は増設した設備等の処分をしてはならない。

（事業状況報告）

第18条　補助事業者は、事業開始後５年間は、毎年決算月の末日から３ヶ月以内に、事業の成果等を記した芦屋町創業促進支援事業補助金

事業状況報告書（様式第15号）に次の書類を添えて、１年ごとに、商工会を経由して町長に報告しなければならない。

(１)　法人の場合は、決算書及び収支内訳書

(２)　個人事業主の場合は、確定申告書の写し

(３)　その他町長が必要と認める書類

（補則）

第19条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附　則

（施行期日）

１　この告示は、平成30年４月１日から施行する。

（この告示の失効）

２　この告示は、令和10年３月31日限り、その効力を失う。

附　則（令和２年３月31日告示第79号）

この告示は、公示の日から施行する。

附　則（令和３年２月３日告示第７号）

この告示は、公示の日から施行する。

附　則（令和５年３月22日告示第26号）

この告示は、公示の日から施行する。

附　則（令和５年12月28日告示第163号）

この告示は、公示の日から施行する。



別表第１（第４条関係）

補助対象となる事業（平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。）

(１)　製造業

(２)　卸売・小売業

(３)　旅館・ホテル、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業

(４)　洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業

(５)　ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、インターネット付随サービス

業

(６)　デザイン業、著述・芸術家業

※それぞれの業種において、管理・補助的経済活動を行う事業所（倉庫等）を除く。



別表第２（第６条関係）

要件 限度額

別表第１のうち、(５)、(６)を除く業種の事業を行う場合 100万円

申請者が、申請日時点で町内に住所を有し、小売業、飲食店のうち、昼間の

営業を常態とする事業を行う場合

200万円

別表第１のうち、(５)、(６)の業種の事業を行う場合 50万円


